
第２回 新産業創出分科会 

平成27年10月19日（月） 

《再エネ・農業再生モデルゾーンの取り組み》 

資料-３ 



本日のねらいとテーマ 
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1  第２回新産業創出分科会のねらいとテーマ 

ポイント１：再生可能エネルギーと農業との関係 
       （再生可能エネルギーの活用方針） 
 
ポイント２：農業、再エネ、雇用の組み合わせイメージ 
       （農地の活用方針） 
 
ポイント３：事業の運営イメージ 
       （地域とのかかわり、働く場の創出） 
 



第１回勉強会 
第１回新産業創出分科会 

のふりかえり 
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１ 第１回勉強会（7/31）の概要 

●原風景の再生 
• ソーラーシェアリングによる農業再生がよいのではないか。 
• 大規模には導入できないが、町民のみなさんが昔の風景への思いを考慮しつつ、
売電収入を得られる。 

• 市民が出資参加することで再エネビジネスに参加できる。 
●植物工場 

• 工場を大々的に整備することには限界がある。人の雇用も大きくない。 
• 食用は販路に課題がある。花卉、サフランのような付加価値の高い品目栽培が必
要。 

●メガソーラー 
• 可能性はある。ただし、送電線までに距離があるので経済性の確認が必要。 
• 施工は草の伐採ぐらいで大きな問題もないが、地盤状況の確認は必要。 
• 日射条件もよい。全面貼ると年間８億円ぐらいの売電収入が見込める。 

●バイオマス 
• 地域で発生する廃棄物を使うと可能性がある。 
• 風力や太陽光などの複数の再生可能エネルギーを組み合わせることで経済性も高
くなる。 

●その他 
• 再生可能エネルギー施設や施設園芸施設の導入、運営に広く町民が参加できる仕
組みづくりが望まれる。 
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２  第１回新産業創出分科会（9/7）の概要 

・津波被災地域は、家も流されて
いるため帰還の意思はない方が
多い。 

・戻らないが土地は有効に活用
してほしい。 

・選択肢として太陽光発電事業
に期待。買い取り価格の動向を
考えると早く進めてほしい。 

・農地の復旧と太陽光発電事業
の現実的なメリット・デメリット
がわからないと地権者として判断
できない。 

・復興するために復興組合が必
要なことは理解した。 

・農地に戻っても担い手不足など
の課題が残る。 

・農業を復旧したいが、作ったも
のが売れるのかが大きな課題。 

・施設園芸は可能性があるが、
競争が厳しい。 

・施設園芸の運営でウェイトが高
い燃料の部分で再エネと組み
合わせると競争できる可能性は
ある。 

・飼料米の作付については、理解
できる。 

・農業の復旧については、実証試
験の結果をみながら可能性を見
つけていきたい。 

・復興組合を受け皿にする必要
について理解できるが、組合とし
てまとまるかが課題。 

・市民ファンド等を活用する手法
について理解できる。 

・自分たちで再エネ事業を経営す
るためにはノウハウが必要にな
るため、難しいと思う。 

・企業が入ると借地代と管理に係
る若干の費用だけが収入として
あるが、雇用は増えない。 

・可能であれば、廃棄物の焼却
施設を運営することで雇用が
生まれるのではないかと考えてい
る。 

 

原風景 農業・農地の復旧 再生可能エネルギー 
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３  両竹・浜野地区の再生に向けた取り組み 

再生に向けた取り組み（案） 

将来 

農地保全（地力の回復） 
・除染、除塩、農地保全管理 
・花き、試験作付けによる景観形成 等 

花き栽培・新たな作物 
・露地、施設園芸での花き栽培 
・麦、大豆等の雑穀 等 

両竹地区の原風景再生 
・水稲 
・露地園芸 等 

最初の取り組み 

新しい農業・新たな産業 
・先端技術を活用した施設園芸（太陽光利用型植物工場等） 
・再生可能エネルギーを活用した施設園芸（太陽光発電、バイオマス等） 
・施設園芸と連携した加工・製造、流通・販売（農業の6次化） 

再生可能エネルギー施設の導入 
・太陽光発電施設 
・木質バイオマス発電&熱供給 等 

農業再生の内容を踏まえて導入規模検討 

※第１回分科会資料より 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCL-Rku-rv8cCFYkklAodViwJUw&url=http://www.agrinews.co.jp/modules/pico/index.php?content_id=24431&ei=8M7ZVb_ZG4nJ0ATW2KSYBQ&psig=AFQjCNEuOuqg8GMEE_Mw3rhN08GSoeAoaA&ust=1440423932865174
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４  除染後の農地について 

●除染作業の状況 
・環境省による本格除染が行われており、工期は平成27年度まで。 
・農地除染については、一般的な農地は反転耕という手法を用いるが、津波被災地は、
草刈りと堆積物の除去を行っている。 

・農地の復旧には除塩等の作業が必要となるが、農地として再開する計画が確立して
から作業することとなる。 

●除染後の農地管理 
・地権者の方が管理する形式になる。 
・個人では管理できない状況でもあるため、地区や町で復興組合を立ち上げて管理を
することになる。 

・復興組合は、営農再開支援事業の支援を受けながら運営することとなる。 
 （復興組合については、座談会形式で説明会を開始している） 

※町産業建設課より 



新産業創出分科会のとりまとめに向けて 
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1  双葉町復興まちづくり長期ビジョン 

町内の線量が低い一定の地域に「新たな産業・雇用の場」や
「新たな生活の場」の創出と「既存市街地の再生」を図り、町
内復興拠点を整備 

町内復興拠点 

復興着手期  
「復興産業拠点」を整備し、順次発展させ
「新たな産業・雇用の場」を確保 

  

○「町の復興」を目指し、町の将来像を明らかとした、「双葉町復興まちづくり長期ビジョ
ン」を平成27年3月に策定 

避難指示解除に先立ち産業・業務機能の集積を優先して進める
こととし、避難指示解除準備区域内の中野地区を町の産業再生
のさきがけとなる「復興産業拠点」として先行的に整備 

復興の進め方① 

町内復興拠点の整備 

復興の進め方② 

町内における段階的な取組の推進 

本格復興期  
「新たな産業・雇用の場」と連携して「新
たな生活の場」を確保 

  

町再興期  
避難指示解除後、「新たな生活の場」で安
心して快適な生活を送れる環境整備 
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2  避難指示解除準備区域の土地利用について 

復興着手期における 
避難指示解除準備区域 
(両竹・浜野地区)の 
土地利用計画 

○現時点において早期の土地利用が可能と考えられる避難指示解除準備区域の津波被災リスク
が少ない中野地区に町の復興のさきがけとなる「復興産業拠点」を整備 
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3  再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーン 
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4  新産業創出分科会の目的について 

中間貯蔵施設 復興産業拠点 

復興祈念公園 

再生可能エネルギー・ 
農業再生モデルゾーン 

○双葉町復興まちづくり長期ビジョンにおける「再生可能エネルギー・農業再生モデルゾーン」の整備方針について、
深堀り・具体化するため、以下の事項等について検討 

①再生可能エネルギー導入可能性の分析 
②再生可能エネルギーの復興まちづくりへの活用方策案出（土地利用に関するモデル案・具体案含む。） 
③町民参加型の再生可能エネルギー活用プロジェクトの案出 

○勉強会は、新産業創出分科会が上記の事項に係る検討を行うに当たり、専門的知見に基づきサポート 
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5  新産業創出分科会のとりまとめに向けて 

○新産業創出分科会の目的に照らし、勉強会で以下のような柱で議論を整理。 

○新産業創出分科会における議論を経て、産業等拠点部会への報告案をとりまとめ。  

 Ⅰ．双葉町における再生可能エネルギー導入可能性について 

    双葉町における再生可能エネルギーの賦存量、ポテンシャル分析（定量評価、ポテンシャルマップ）等を 

     行い、各再生可能エネルギーの導入可能性について取りまとめ 

 Ⅱ．再生可能エネルギーの復興まちづくりへの活用方策案について 

   １．再生可能エネルギー・農業再生を組み合わせたモデル事業案に係る検討、分析 

   ２．両竹地区における事業案について 

    ・両竹地区をモデルとした再生可能エネルギー活用手法と農業再生手法の組合せを例示（ゾーニング図） 

    ・津波リスクその他の両竹地区の性格を勘案し、長期ビジョンの更なる具体化を図るための土 

     地利用案（ゾーニング図）についても合わせて提示 

   ３．モデル事業の他地区への展開について 

    両竹地区における事業を町内の他の地区に展開していく際に留意すべき事項等について整理 

 Ⅲ．町民参加型の再生可能エネルギー活用プロジェクトの案出 

 再生可能エネルギー活用・農業再生プロジェクトへの町民参画手法を例示（スキーム） 
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6  （参考）復興祈念公園・緑地ゾーン 
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7  （参考）新産業創出ゾーン① 
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7  （参考）新産業創出ゾーン② 



再エネ・農業再生モデルゾーンの 
目指す姿 
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1  ゾーニング 

復興着手期における 
避難指示解除準備区域 
(両竹・浜野地区)の 
土地利用計画 

〈A〉海岸堤防 
海岸防災林 

〈D〉再生可能エネルギー 
農業再生モデルゾーン 

〈B〉復興祈念公園 
〈C〉復興産業拠点 
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2  各ゾーンとの関係図 

〈A〉海岸堤防 
海岸防災林 

〈D〉再生可能エネルギー 
農業再生モデルゾーン 

〈B〉復興祈念公園 

〈C〉復興産業拠点 

エネルギー 
融通 

・農村風景、農業の復旧 
・就労の場 
・再生可能エネルギーの創出と備蓄 
・生産物の利活用（カフェ） 

・景観創出 
・災害防止 

・憩いの場 
・後世に伝える場 
・来訪者が集う 
・町の復興を一望 
・生産物の利活用（カフェ） 

・産業の創出 
・就労の場 
・再生可能エネルギーの創出と備蓄 

来訪者が 
農作業などの 
働く姿を見ることで 
復興を実感 

他地区へ
展開 

双
葉
町
内 

再エネ・農業再生モデルゾーンのポイントは、 
町の復興を実感できる景観づくりと就労の場創出、復興を推進するエネルギーの地産地消 

避難解除準備区域 
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3  再エネ・農業再生モデルゾーンで活用可能な再生可能エネルギー 

〈D〉再生可能エネルギー 
農業再生モデルゾーン 

・農村風景、農業の復旧 
・就労の場 
・再生可能エネルギーの創出と備蓄 
・生産物の利活用（カフェ） 

「再エネ・農業再生モデルゾーン」の中で活用可能な再生可能エネルギー
として、太陽光・熱、バイオマス（木質・資源作物）、風力、地中熱があり
ます。 
再生可能エネルギーは、自然をそのまま活かしたものと自然の恵みから作ら
れるものがあります。 

地中熱 風力 

木質バイオマス 太陽光・熱 
稲わらや資源作物（バイオマス） 

バイオエタノール 
バイオディーゼル（BDF) 

※バイオエタノール：作物の糖質又はデンプン質作物を発酵させたエタノール 
※BDF：生物由来油から作られるディーゼルエンジン用燃料 

自然を活かした再エネ 自然の恵みから作られる再エネ 

ペレット化 

http://2.bp.blogspot.com/-Uzu66tFsMH0/Uab3mQQrw2I/AAAAAAAAUPo/QLkMaEZ07xQ/s800/flower_ine.png
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4  再生可能エネルギーと農業との関係 

「再エネ・農業再生モデルゾーン」では、再生可能エネルギーを創出し、 
それらから得られるエネルギー（電気、熱）を施設活用することで 
エネルギーの地産地消を実現します。 

露地  施 設  

 再生可能エネルギー 

電気 

熱 

農地 

熱 

利用可能な 
再生可能エネルギー エネルギーを 

どのように使うか 

施設で何を作るか 
露地で 

何を作るか 

消費者のニーズは？ 
生産ノウハウは？ 

地中熱 

風力 

木質バイオマス 

太陽光・熱 

花き園芸 養殖施設 
（観賞魚、食用魚…） 

資源作物 

BDF※ 

バイオ 
エタノール※ 

※バイオエタノール：作物の糖質又はデンプン質作物を発酵させたエタノール 
※BDF：生物由来油から作られるディーゼルエンジン用燃料 

http://2.bp.blogspot.com/-DoukwmAZwGc/VJF-qgDIupI/AAAAAAAAptc/i8o6JNqjhyI/s800/nouka_greenhouse_vinylhouse.png
http://2.bp.blogspot.com/-Uzu66tFsMH0/Uab3mQQrw2I/AAAAAAAAUPo/QLkMaEZ07xQ/s800/flower_ine.png
http://4.bp.blogspot.com/-1E28UfLgtTc/Uyk_JwLWTaI/AAAAAAAAeMw/UJzNTH6BshU/s800/fish_pirarucu.png


23 

5  ＜参考＞エネルギーの地産地消で期待できる雇用について 

例えば、エネルギーを地域の事業体によってマネジメントすること
で、地域への雇用が期待できます。 

エネルギー事業 
・地域エネルギーの小売 
・地域エネルギーの供給 
・地域エネルギーインフラ整備 

その他 
関連事業 

原
材
料
調
達 

木
質
バ
イ
オ
マ
ス 

森林資源管理（組合等） 
１エリア～ 

処理工場(チップ製造工場等) 
１社～ 

その他 
（資源作物・廃棄物の資源化施設等） 

その他波及事業 

合計 

土木・設備設置等（初期投資） 

12名～ 
（各事業で合わせて） 

５人～ 

５人～ 

10人～ 

+α 

32人～ 

20人／日 

資源収集・運搬 
：5人／エリア 

【１社あたり】 
管理職：1名、 

運転員：2名×2班=4名 

管理職：2名、維持管理員：2名 
運転員：2名×3班=6名 

工場団地企業進出、農業利用、省
エネ関連事業（機器販売等）等 

・土木工事 
 10人程度/日 × 1～2年程度 
・溶接等工事 
 10人程度/日 × 1～2年程度 
→延べ10,000人程度 

管理職：2名 
営業：2名 

維持管理員：2名 
運転員：2名×3班=6名 

事業体 想定雇用人数 雇用のイメージ 

※総務省資料「自治体主導の地域エネルギーシステム整備研究会（第１回資料）」より 
（例）町民が参画可能な事業 
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6  ＜参考＞木質バイオマス燃料について 
双葉町内で木質バイオマスを調達することは困難ですが、周辺地域から
調達して活用することが考えられます。 
ただし、焼却灰は適正に処分する必要があります。 

福島県におけるチップ生産能力（素材換算量）  

地域 チップ出荷量（H23)  最大加工能力 チップ製造余力 
県北 49 70 21 
県中 61 64 3 
県南 40 220 180 
会津 93 105 13 

南会津 41 52 10 
相双 24 62 38 
いわき 300 320 20 
合計 608 285 285 

（千m3/年）  

• チップ製造余力の比較的多いこと
から、近隣での燃料向け木質バイ
オマスの追加的な需要に対して比
較的対応しやすいと考えられます。 

• 木質バイオマスの調達距離は、半
径100kmが目安となります。 

《例：木質バイオマスの年間需要》 
・グリーン発電会津（5MW）：84千m3/年 

木質バイオマス利用施設における放射線管理の目安  

ケース 木質系燃料の 
受入管理の目安 焼却灰の処分 木質系燃料の 

調達地域の目安 

１ 100Bq/kg以下 3,000Bq/kg以下、 
対策を講じて資材利用可 

２ 200Bq/kg以下 8,000Bq/kg以下、 
一般廃棄物等として処分可 

３ 2,500Bq/kg以下 8,000～10万Bq/kg、 
指定廃棄物として国が処分 

４ 10,000Bq/kg以下 10万Bq/kg超、 
指定廃棄物として国が処分 

汚染廃棄物 
対策地域以外 

汚染廃棄物 
対策地域 

• 焼却灰を適正に処分するためにも、
ケース1が妥当と考えられます。 

※「福島県木質バイオマス安定供給の手引き」 
  （平成25年3月）福島県林業振興課をもとに整理 

《エネルギー単価の目安》 
・チップ    2.7～6.9円/kwh 
・ペレット   7.5～7.9円/kwh 
・灯油    9.9円/kwh 
・A重油     8.6円/kwh 
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7  再エネ・農業再生モデルゾーンで可能性のある要素（イメージ） 

具現化できそうな要素を組み合わせることで、 
両竹・浜野地区に適した再エネ・農業再生モデルをつくります。 

メガソーラー 

菜の花 

ソーラーシェアリング 

花き園芸 

エリアンサス等 飼料米 

養殖施設（観賞魚、食用魚…） 

ひまわり 

露
地
栽
培 

 

施 

設  
 

再
エ
ネ
施
設  

資源作物（燃料用の植物） 

地中熱ヒートポンプ バイオマスボイラー 
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8  農業、再エネ、町民参画の組み合わせイメージ（３パターン） 

【応援充実、みんなでできる型】 
●農地に戻す（原風景の再生） 
●飼料用米の露地栽培と施設園芸の生産、

販売の組みあわせ。 
●多様な取組をすることで多くの人がかかわる仕

組みづくり。（雇用の場を増やす） 
●復興産業拠点と連携して、６次産業化（加

工業）をめざす 

【売電で安定収入型】  
●将来、農地として使う予定なし。 
●メガソーラー（電力）が主。 
●修景としてひまわり、菜の花を栽培

（収穫した種は燃料用に販売） 
●企業に運営委託すると雇用は少ない。 

農業・農地の復旧 

エネルギー供給の場 

町民参画の機会が多い 

町民の参画の機会が少ない 

【自ら実行、チャレンジ型】  
●資源作物（エリアンサス、ひまわり、菜の

花等）の露地栽培を主にする。 
●将来的に、燃料の地産地消ができれば

養殖施設などの設置は可能性あり。 
●販路やネットワークを新規開拓する。 
●燃料への転換は工場加工が必要にな

るが、雇用数は多くない。 

モデル１：様々な支援や応援を受けながら農業再生。多様な取組で雇用の場を創出。 
モデル２：モデル１に近いが、新しい農業や産業を創出することに重点。 
モデル３：農地としての活用はせずに、売電による安定した収入を確保。 モデル１ 

モデル２ 

モデル３ 

【震災前の農地】 
・稲作、野菜・花きを
栽培。 
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9  農業と再エネの事業の組み合わせ（３パターンの比較） 

応援充実、 
みんなでできる型 

自ら実行、チャレンジ型 売電で安定収入型 

・農地として活用。 
・基本的に農地転用しない 

・農地として活用。 
・施設設置の場合、一部転用 

・農地として活用しない。 
・大部分を農地転用。 

農地の 
考え方 

事業内容 
（当初） 

・飼料米（露地栽培） 
・トルコギキョウ、バラ(施設園芸) 
・ひまわり、菜の花（燃料作物） 
・ソーラーシェアリング（農+電） 
・バイオマス熱供給設備 

・燃料作物（露地栽培） 
・さまざまな施設園芸 
・養殖施設（可能性として） 

・メガソーラー（太陽光発電） 
・ひまわり、菜の花（修景として） 

事業の 
ねらい 

経済性 
（採算性） 

町民の 
参画 

・農業の復旧+新たな雇用創出 
・施設園芸に有利なエネルギーの
有効活用。 

・景観形成、観光・交流。 

・農業復旧への足掛かり。 
・生産した燃料作物を活用した施
設による新産業創出。 

・景観形成、 観光・交流。 

・飼料用米は全農（県域組織）
で買い上げる方式。 

・花きは、JA、全農福島で既存の
販売網あり。 

・光熱の地産地消でコストダウン。 

・単独では採算性がとりにくい 
・独自に販路を確立させる 

・復興組合、農業生産法人の構
成員、社員 

・再エネ事業へ市民ファンド等で出
資参画 

・復興組合、農業生産法人の構
成員、社員 

・再エネ事業へ市民ファンド等で出
資参画 

・土地の有効活用。 
・安定収入。 

・売電をする20年間は、安定した
収益が見込める。 

・農地としての収益は見込めない。 
・雇用が見込めない。 

・電力事業者の構成員、社員 
・再エネ事業へ市民ファンド等で出
資参画 

【前提】町民が事業に参画できる機会を設けることとします ３つのモデルのねらい、特徴を整理 

モデル1 モデル2 モデル3 
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10  事業の組み合わせ 

農業機械（トラクター等） 

バイオマスボイラー 

施設園芸 (1ha規模） 
（花き→将来はトマト・イチゴ等） 

カフェ・収穫体験受付・売店 

駐車場・農機具小屋 

【事業概算】 
●飼料米（多収穫米）：（収量）直播700～800kg／10a、（交付単価）5.5～10.5万円／10a（収量に応じて） 
●園芸施設（高軒型、太陽光利用型植物工場）：（整備費概算）3～4億円/1ha 、（売上）5,000～1億/1ha 
●農業機械等（トラクター、コンバイン、乾燥機）※格納庫：約2000万円 
●ソーラーシェアリング（発電容量の目安）：4MW（6haとした場合）、（年間発電量）4,000MWh（売電）1億円/年 

【春から秋】 
飼料用米（多収穫米） 
(30～40ha規模/1名） 

【冬】 
菜の花、冬水田んぼ 

ソーラーシェアリング 
4MW（農地（畑作）） 

◎農地転用の手続きが柔軟 
◎農地としても活用できる。 
◎施設園芸に電力供給し、余剰分を 

売電 
◎防虫、防鳥ネットの取り付けが簡単 
△ソーラーのメンテナンスが必要 
△農作業は多少不便 

◎(飼料米)交付金の交付あり 
◎(菜の花)修景、菜種油を活用 
◎(冬水田んぼ)多様な生きものが集まる 
△(冬水田んぼ)水利権の調整 

◎周辺の森林あに発生した稲わらを活用 
◎施設園芸の熱源として効率よく供給 
△事業規模によっては、採算性が課題 

◎地区の気候（太陽光）に合わせた生産が可能 
◎収量や価格の安定化を図る 
◎光、熱の自給自足ができれば、ランニングコストの  

負担減 

◎収穫体験を通じて、地域への応援団を増やす 
◎直接販売することで、安全をアピール 

ここここここここここここここここここ

◎メリット 
△デメリット 

※   は２haを想定 

応援充実、 
みんなでできる型 

モデル1 

乾燥機 
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11  事業の組み合わせ 

農業機械（トラクター等） 

バイオマスボイラー 

養殖施設(600ｔ×2基） 
（魚類） 

カフェ・収穫体験受付・売店 

駐車場・農機具小屋 

【春から秋】 
資源植物（エリアンサス） 

（40ha規模） 
【冬】 
菜の花 

ソーラーパネル（施設用） 
1MW（余剰電力は売電） 

◎農地転用の手続きが柔軟 
◎農地としても活用できる。 
◎施設に電力供給し、余剰分を売電 
◎防虫、防鳥ネットの取り付けが簡単 
△ソーラーのメンテナンスが必要 
△農作業は多少不便 

◎植え付け後はほぼ収穫のみで技術面の
課題はない。 

◎収穫適期が長く、大規模栽培が可能。 
△通常の作物への転換は相当の手間が

かかる。 

◎周辺の森林から発生する間伐材を活用 
◎飼料米収穫後に発生した稲わらを活用 
◎施設園芸の熱源として効率よく供給 
△事業規模によっては、採算性が課題 

◎地区の気候（太陽光）に合わせた生産が可能 
◎収量や価格の安定化を図る 
◎光、熱の自給自足ができれば、ランニングコストの  

負担減 

◎収穫体験を通じて、地域への応援団を増やす 
◎直接販売することで、安全をアピール 

ここここここここここここここここここ

◎メリット 
△デメリット 

自ら実行、チャレンジ型 

【ペレット】 
●イネ科の燃料植物：（収量）30t/ha 
●燃料植物由来のペレット年間生産量：1,410t/ha 
●ペレット販売収支：△147千円/t 

【施設園芸（高軒式、太陽光利用型植物工場）】（売上）1億円/年 

モデル2 

【養殖施設（屋内型エビ生産システム）】 
●養殖施設：（イニシャルコスト）300百万円 
         （生産量）35t/年 
         （売上）105百万円/年、（投資回収）10年 

※   は２haを想定 

施設園芸(2ha規模） 
（花き→将来はトマト・イチゴ等） 

◎地区の気候（太陽光）に合わせた生産が可能 
◎収量や価格の安定化を図る 
◎光、熱の自給自足ができれば、ランニングコストの  

負担減 
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12  事業の組み合わせ 

【ソーラーパネルによる売電】 
●40ha ⇒ 40ha ÷ 15㎡/kW ⇒ 27MW 
 （年間発電量）2,800MWh 
  （売電価格）760百万円（単価：27円/kW）  

◎安定した売電収入 
△原風景が残らない 
△農地に戻せるのは20年後 
△系統の大きさによって、売電できる 
  電力量が限られている 
△電力事業者になっても雇用の創出 

は見込めない 

◎メリット 
△デメリット 

◎景観向上 
◎菜種等の収量が多い場合、油による収入あり 
△雇用の創出は見込めない 

菜の花・ひまわり 
（1ha程度） 

メガソーラー 
40ha、27MW 

売電で安定収入型 

【菜種BDF】 
（収量）1.4～2.5t/ha（wet) 
（バイオディーゼル収量）500～900L/ha 

モデル3 

※   は２haを想定 
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13  農地、施設のエネルギー、収穫物等の流れ 

ソーラーシェアリング 

バイオマスボイラー 
（ペレット化は別施設） 

施設園芸 
電気 

熱 

来訪者 

稲わら 
飼料米 

米 
全農・企業へ 

森林管理業者 
ペレット 

菜の花等 BDF(バイオディーゼル燃料) 
製造工場 

菜種・ひまわり 

トラクター・コンバイン 

BDF 

原
風
景
の
再
生 

花の購入 景色を 
楽しむ 

乾燥機 

熱 

米 

農業ユニットの事業に
関係する内容 

関係事業者 

 来訪者  

農村管理・農作業 

カフェ 
売店等 

町内・町外からの 
出資・支援 

両
竹
・
浜
野
地
区 

木質バイオマス発電 
熱 電気 

チップ 

モデル1 

復
興
産
業
拠
点 

応援充実、 
みんなでできる型 

【事業概算】 
●飼料米（多収穫米）：（収量）直播700～800kg／10a、（交付単価）5.5～10.5万円／10a（収量に応じて） 
●園芸施設（高軒型、太陽光利用型植物工場）：（整備費概算）3～4億円/1ha 、（売上）5,000～1億/1ha 
●農業機械等（トラクター、コンバイン、乾燥機）※格納庫：約2000万円 
●ソーラーシェアリング（発電容量の目安）：4MW（6haとした場合）、（年間発電量）4,000MWh（売電）1億円/年 
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14  農地、施設のエネルギー、収穫物等の流れ 

ソーラーパネル 

バイオマスボイラー 
（ペレット化は別施設） 

施設園芸等 
電気 

熱 

収穫物 資源作物 
森林管理業者 

ペレット 

菜の花等 BDF(バイオディーゼル燃料) 
製造工場 

菜種・ひまわり 

トラクター・コンバイン 

BDF 

原
風
景
の
再
生 

農業ユニットの事業に
関係する内容 

関係事業者 

 来訪者  

農村管理・農作業 

カフェ 
売店等 

町内・町外からの 
出資・支援 

両
竹
・
浜
野
地
区 

木質バイオマス発電 
熱 電気 

チップ 

モデル2 

復
興
産
業
拠
点 

自ら実行、 
チャレンジ型 

来訪者 景色を楽しむ 

【ペレット】 
●イネ科の燃料植物：（収量）30t/ha、 
●燃料植物由来のペレット年間生産量：1410t/ha 
●ペレット販売収支：△147千円/ｔ 

【施設園芸（高軒式、太陽光利用型植物工場）】（売上）1億円/年 

【養殖施設（屋内型エビ生産システム）】 
●養殖施設：（イニシャルコスト）300百万円 
         （生産量）35ｔ/年 
         （売上）105百万円/年、（投資回収）10年 
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15  農地、施設のエネルギー、収穫物等の流れ 

ソーラーパネル 電力会社へ 

発電事業者等 
に関係する内容 

関係事業者 

 来訪者  

町内・町外からの 
出資・支援 

両
竹
・
浜
野
地
区 

電気 

モデル3 

復
興
産
業
拠
点 

売電で安定
収入型 

ひまわり・菜の花 

来訪者 
景色を楽しむ 
花の購入 

BDF(バイオディーゼル燃料) 
製造工場 

菜種・ひまわり 

草刈り機・軽トラ等 

BDF 

施設管理・草刈り 

【ソーラーパネルによる売電】 
●40ha ⇒ 40ha ÷ 15㎡/kW ⇒ 27MW 
 （年間発電量）2,800MWh 
  （売電価格）760百万円（単価：27円/kW）  

【菜種BDF】 
（収量）1.4～2.5t/ha（wet) 
（バイオディーゼル収量）500～900L/ha 
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16 事業の運営イメージ（地域とのかかわり、働く場の創出） 

復興組合等が農業生産法人に業務委託する手法により、 
地域の産業、雇用創出の可能性を広げる 

地権者等、地域の集まり 

＜がれき撤去作業等＞ 

土地を貸す 活動に応じた 
分配金を支払う 

農業生産法人 
地域と事業者とのタッグで実務を遂行 

業務委託 
（利用権設定） 

［法人形態］  
 ●株式会社（公開会社でないもの）、農事組合等 
［事業内容］ 
 ●主たる事業が農業（農産物の加工・販売等の関連事業を含む。） 
［構成員］ 
 ●農業関係者が総議決権の原則として４分の３以上を占めること 
 ●加工業者等の関連事業者の場合は、総議決権の２分の１未満まで 
［役員］ 
 ●役員の過半数が農業の常時従事者であること等 

［役割］ 
●農村コミュニティの再生 
●農地・水路の復旧・整備 
●生産施設の整備、新しい農業の導入 

被災農家 

受益農家
３戸以上 

［業務内容］ 
●飼料米の生産、販売 
●花き（将来は高収益の見込める野菜・果物）の生産、加工、販売 
●エネルギー事業（ソーラー発電、バイオマス） 
●農地、ソーラー機器周辺の保全管理（主に草刈り） 
●収穫体験等の各種イベントの企画、運営 

被災農家 

例えば… 農業従事者＆建設業 
＆小売業＆製造業＆商社 

復興組合等 

モデル1 

雇用 

配当・ 
利益分配 

モデル2 
応援充実、みんなでできる型 自ら実行、チャレンジ型 
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17  事業の運営イメージ（地域とのかかわり、働く場の創出） 

再エネ発電による利益を地域の活性化にいかに結び付けるかがポイントとなる 

モデル3 売電で安定
収入型 

売電収入 所得 

支出 

地権者へ 

双葉町へ 

地元企業（施工業者、メンテナン
ス請負業者、地域金融機関等）
の事業への参画により、地域経済へ

の波及効果を期待 

資本費 発電設備建設費 

接続費用 

設備の廃棄費用 

運転維
持費 

人件費 

修繕費 

土地の賃借料 

諸費（損害保険料など） 

一般管理費 

租税 固定資産税 

発電事業者 

地域の活性化に結
び付くよう働きかけ 
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18  町民による町内・町外からの応援・支援の方法（市民ファンド） 

九州における環境・エネル
ギー・リサイクル産業の現状と 
ビジネスモデル調査報告書
http://www.kyushu.me
ti.go.jp/report/1104_no
va/1104_nova.html 

株式会社 自然エネルギー市民ファンド
http://www.greenfund.jp/fund/fund_wanz.html 

出資者が事業の運営を
営業者に任せて、営業
者からその利益分配金
を受け取る（匿名組合
出資） 
 
（例）青森県鰺ヶ沢町 
愛称：わんず（市民風車） 

市が市民公募債で建設
費の一部を調達、CO2
削減の環境価値をグ
リーン電力証書」として
企業に販売 
 
(例）山梨県都留市 
元気くん１号（小水力発電） 



第２回勉強会での意見（要旨） 
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ⅴ 
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５  第２回勉強会（10/13）の意見（要旨）（1/2） 

●バイオマスについて 

・農地規模から考えるとナタネによるＢＤＦ事業は採算性が取れない。 
・ナタネは油粕が主産物のため、その活用方法によっては事業ができる可能性はある。 
・バイオマスボイラーの燃料として、もみ殻を加工した薪を活用する方法がある。 
・バイオマス燃料は、自家消費をすることがポイント。 
・木質バイオマスボイラーは、施設メンテナンスの専門的技術者が必要。 

●再エネ・農業再生モデルゾーンの姿 
・モデル事業として自家消費ができる規模、最低限の規模で進めていくほうがよい。 
・最適な組み合わせによって町民のみなさんのモチベーションを上げれるとよい。 
・エネルギーの地産地消＋ハイテク農業技術などを追加してもよい。 
・他地区で太陽光発電による売電をして、その収入を原資に施設園芸や露地栽培を展
開していくというパターンはあり得る。 

・メガソーラーは、高圧送電線から距離があり、設備コストを考えると経済性が厳し
い。 
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６  第２回勉強会（10/13）の意見（要旨）（2/2） 

●施設、生産品について 
・養殖は高価格なものを生産する必要があり、確実な販路がないと厳しい。 
・植物工場は、双葉町の気候から太陽光型の施設園芸が望ましい。 
・花き（バラなど）は、香水、石鹸、食用に展開できる品種で６次産業化につなげる
とよい。 

●雇用について 

・農業は周辺産業がないと成り立たないため、パッケージで雇用を考えるとよい。 
・農業生産法人は農家の方と企業が手を組んで、復興組合から委託を受けてできる手
法で他業種からの参入も可能。 

・祈念公園への来訪者向けに、園芸施設のそばにレストランやカフェ（小さな植物工
場で葉物等を提供）や売店（加工品の販売）を設置すると若い方の雇用の場として
も展開できるのでは。 
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